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外国人土地取得規制強化を求める意見書 

 

内閣府は、土地利用規制法による規制対象区域（自衛隊基地や原子力発電所な

ど特定の重要地域）に指定された計399か所について、2023年度中の取引につい

て土地・建物の取得状況調査を実施し、外国人や外国系企業が取得したのは

2.2％で、「重要施設の機能を阻害するような行為」は確認されなかったと報告

されている。 

しかし、土地利用規制法で定められた規制対象区域を除き、日本における外国

人による土地の売買は、日本人と同様に購入が可能となっており規制対象区域以

外については、取得の実態について把握されていない。 

また、政府は2023年９月に農地取得を目指す外国人に、国籍や在留資格の報告

を義務づけたが、それ以前は正確な取得状況を把握しておらず、事実上、放置さ

れていた実態となっている。 

我が国の総合的な安全保障の確保を図るためには、安全保障に支障を及ぼすお

それのある土地の取得・利用・管理の規制に関する施策を総合的に推進するとと

もに、外国人による土地所有の実態調査を早急に実施すべきである。 

よって、国においては、外国人土地取得規制の強化について、強く要請する。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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